
                         資料① 

滋賀県道路メンテナンス会議 規約（案） 

 

（名 称） 

第1条 本会は、「滋賀県道路メンテナンス会議」（以下、「会議」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第2条  会議は、道路法第 28 条の２に規定の「協議会」に位置づけるものとし、滋

賀県内の道路管理を効果的に行うため、各道路管理者が相互に連絡調整を行

うことにより、円滑な道路管理の促進を図ることを目的とする。 

 

（審議事項） 

第3条 会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について審議する。 

（１）研修・基準類の説明会等の調整 

（２）点検・修繕において、優先順位等の考え方に該当する路線の選定・確認 

（３）点検・措置状況の集約・評価・公表 

（４）点検業務の発注支援 

（５）技術的な相談対応 

（６）その他、道路の維持管理等に関連して必要と認められる事項 

 

（組 織） 

第4条 会議は、滋賀県内における高速自動車国道、一般国道、県道及び市町村道の

各道路管理者等で組織する。 

  ２．会議には、会長及び副会長２名置くものとし、会長は国土交通省近畿地方整

備局滋賀国道事務所長、副会長は滋賀県土木交通部道路課長、西日本高速道

路株式会社関西支社滋賀高速道路事務所長とする。 

  ３．会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。 

  ４．会議の構成員は「別表」のとおりとする。 

  ５．会長は、個別課題等について検討・調整を行うため「専門部会」を設置する

ことができるものとする。 

  ６．道路構造物等の不具合発生時等における技術的な助言、専門的な研究機関等

への技術相談の窓口を国土交通省近畿地方整備局滋賀国道事務所に置く。 

  ７．会議の下部組織として、高速自動車国道、一般国道、県道及び市町村道の各

道路管理者等の代表者からなる「跨道施設連絡部会」を設置するものとする。 

    なお、跨道施設連絡部会会則は、別途定めるものとする。 

  ８．会議の下部組織として、高速自動車国道、一般国道、県道及び市町道の各道

路管理者等の代表者並びに近畿運輸局、道路と交差する鉄道事業者からなる

｢滋賀県道路鉄道連絡会議｣を設置するものとする。なお、滋賀県道路鉄道連

絡会議規約は、別途定めるものとする。 
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（会議の運営） 

第5条 会議は、必要に応じて会長が招集し、運営する。 

  ２．会議には、必要に応じて、会長が指名する者の出席を求めることができる。 

  ３．会議に出席する構成員は代理出席を認めるものとする。 

（事務局） 

第6条 会議の運営に係わる事務を行わせるため、事務局を置く。 

２．事務局は、国土交通省近畿地方整備局滋賀国道事務所管理第二課、滋賀県土木交

通部道路課及び西日本高速道路株式会社関西支社滋賀高速道路事務所に置く。 

３．事務局は次の事項について調整する。 

（１）会議の運営全般についての補助、会員相互の連絡調整 

（２）会議における審議議題の調整 

（３）規約の策定・改正・廃止等に係る調整 

（４）その他、会議の運営に際し必要となる事項の調整 

 

（規約の改正） 

第7条 本規約の改正等は、本会議の審議・承認を得て行うことができる。 

 

（その他） 

第8条 本規約に定めるもののほか必要な事項はその都度協議して定めるものとする。 

 

（附則） 

本規約は、平成２６年 ５月２８日から施行する。 

本規約は、平成２７年 １月 ６日から改正する。 

本規約は、平成２７年 ６月 １日から改正する。 

本規約は、平成２９年 ２月 ２日から改正する。 

本規約は、平成２９年 ７月  日から改正する。 
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【別表】

会 長 国土交通省近畿地方整備局 滋賀国道事務所長

副会長 滋賀県土木交通部 道路課長

副会長 西日本高速道路株式会社関西支社 滋賀高速道路事務所長

西日本高速道路株式会社関西支社 京都高速道路事務所副所長

中日本高速道路株式会社名古屋支社 彦根保全サービスセンター所長

中日本高速道路株式会社金沢支社 敦賀保全サービスセンター所長

滋賀県道路公社 部長

大津市 未来まちづくり部長

草津市 建設部長

守山市 都市経済部長

栗東市 建設部長

野洲市 都市建設部長

甲賀市 建設部長

湖南市 建設経済部長

東近江市 都市整備部長

近江八幡市 都市整備部長

日野町 建設計画課長

竜王町 建設計画課長

彦根市 都市建設部長

愛荘町 産業建設部長

豊郷町 地域整備課長

甲良町 建設水道課長

多賀町 地域整備課長

米原市 土木部長

長浜市 都市建設部長

高島市 都市建設部長

滋賀県土木交通部道路課 道路保全室長

滋賀県大津土木事務所 道路計画課長

滋賀県南部土木事務所 道路計画課長

滋賀県甲賀土木事務所 道路計画課長

滋賀県東近江土木事務所 道路計画課長

滋賀県湖東土木事務所 道路計画課長

滋賀県長浜土木事務所 道路計画課長

滋賀県長浜土木事務所木之本支所 道路計画課長

滋賀県高島土木事務所 道路計画課長

国土交通省近畿地方整備局　道路部 道路保全企画官

国土交通省近畿地方整備局　道路部 地域道路課長

西日本高速道路株式会社関西支社 保全サービス統括課長

中日本高速道路株式会社名古屋支社 企画統括チームリーダー

中日本高速道路株式会社金沢支社 企画統括チームリーダー

滋賀県建設技術センター 理事

国土交通省近畿地方整備局　滋賀国道事務所　管理第二課

滋賀県土木交通部　道路課　道路保全室

西日本高速道路株式会社関西支社　滋賀高速道路事務所

オブザーバー

事務局

滋賀県道路メンテナンス会議　名簿

所　属 役　職
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【機密性２】
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27%

橋梁

トンネル

道路附属物等

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

道路施設 管理施設数

点検計画数 点検実施数 点検実施率
H26年度 H26年度 H26年度

H27年度 H27年度 H27年度

H28年度 H28年度 H28年度

合計 合計 合計

橋梁 12124

1216 1260 10%
3163 3040 25%
2231 2284 19%

6610 6584 54%

トンネル 83

8 8 10%
16 15 18%
20 21 25%

44 44 53%

道路付属物等 450

43 41 9%

63 76 17%

96 100 22%

202 217 48%

滋賀県内の点検実施状況（全体）

○平成２６年７月の省令施行を踏まえ、道路管理者は、全ての橋梁、トンネル等について、５年に１回の近接目視
による点検計画を策定。平成２８年度の点検実施率は、橋梁約５４％、トンネル約５３％、道路附属物等約４８％

＜５年間の点検計画と平成２８年度迄の実施状況＞

資料②

＜各構造物の点検実施状況＞

・管理施設数は平成29年6月末時点の数値
・点検実数値は速報値であり、精査によって変更する場合がある

(17%)

(10%)
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(25%)

(18%)
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48 %

(10%) (19 %)

(25 %)

(22 %)

点検計画：

点検実施率： H26年度 H27年度 H28年度

（ ）：各年度の点検実施率

：H26年度からH28年度の点検実施率の合計
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【機密性２】
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27%

22%
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23%

国土交通省

高速道路会社

滋賀県

市町

合計

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

滋賀県内の点検実施状況（全体）

○平成２８年度までの橋梁の点検実施率については、国土交通省では７０％、高速道路会社では６４％、滋賀県
では６９％、市町では４７％となっており、市町については残り２年で５３％（４２０１橋）点検する必要がある

＜平成２８年度橋梁点検状況（管理者別）＞

・管理施設数は平成29年6月末時点の数値
・点検実数値は速報値であり、精査によって変更する場合がある

管理者 管理施設数

計画点検数 点検実施数 点検実施率
H26年度 H26年度 H26年度
H27年度 H27年度 H27年度
H28年度 H28年度 H28年度

合計 合計 合計

国土交通省 803 

237 235 29%
148 150 19%
173 178 22%
558 563 70%

高速道路会社 479

94 94 20%
72 68 14%
104 145 30%
270 307 64%

滋賀県
(滋賀県道路公社

を含む)
3006

287 335 11%
1379 1331 44%
443 413 14%
2109 2079 69%

市町 7836

598 596 8%
1564 1491 19%
1511 1548 20%
3673 3635 47%

合計 12124

1216 1260 10%
3163 3040 25%
2231 2284 19%
6610 6584 54%

70 %(22%)(19%)(29%)

64%(30%)(14%)(20%)

69 %(14%)(44%)(11%)

47 %(20%)(19%)(8%)

54 %(19%)(25%)(10%)

点検計画：

点検実施率： H26年度 H27年度 H28年度

（ ）：各年度の点検実施率

：H26年度からH28年度の点検実施率の合計
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【機密性２】滋賀県内の点検実施状況（橋梁）

○ 優先で点検すべき橋梁の点検実施率は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋約６０％、跨線橋約６２％、緊急
輸送道路を構成する橋梁約６９％

＜ 優先で点検すべき橋梁の点検計画と平成２８年度迄の実施状況＞

・管理施設数は平成29年6月末時点の数値
・点検実数値は速報値であり、精査によって変更する場合がある
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24%

19%

39%

19%

24%

24%

17%

22%

22%

16%

13%

23%

19%

19%

18%

橋梁

緊急輸送道路を

跨ぐ跨道橋

跨線橋

緊急輸送道路を

構成する橋梁

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

54 %

60 %

62 %

70 %

(11%)

(26%)

(14%)

(25%)

(24%)

(12%)

(38%)

(10%)

(18 %)

(25 %)

(19 %)

(24%)

施設名 管理施設数

計画点検数 点検実施数 点検実施率
H26年度 H26年度 H26年度
H27年度 H27年度 H27年度
H28年度 H28年度 H28年度

合計 合計 合計

橋梁 12124

1216 1260 10%
3163 3040 25%
2231 2284 19%
6610 6584 54%

緊急輸送道路を
跨ぐ跨道橋

185

21 21 11%
45 45 24%
44 47 25%
110 113 60%

跨線橋 90

17 23 26%
17 11 12%
22 22 24%
56 56 62%

緊急輸送道路を
構成する橋梁

2724

347 369 14%
1063 1036 38%
464 494 18%
1874 1899 70%

点検計画：

点検実施率： H26年度 H27年度 H28年度

（ ）：各年度の点検実施率

：H26年度からH28年度の点検実施率の合計
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【機密性２】

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 803 178 134 37 7 0

高速道路会社 479 145 9 111 25 0

滋賀県
(滋賀県道路公社

を含む)
3006 413 131 258 20 1

市町 7836 1548 1210 270 66 2

合計 12124 2284 1484 676 118 3

滋賀県内の平成２８年度点検結果速報（橋梁）

＜平成２８年度管理者別点検結果速報（橋梁）＞

○ 滋賀県の橋梁の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）が３橋（ ０．１ ％）あり、ま
た、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は１１８ 橋（ ５．１ %）、さらに、判定区分Ⅱ（予算の許
す限り、長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は６７６橋（ ２９．
２ %）

・管理施設数は平成29年度6月末時点の数値
・点検実数値は速報値であり、精査によって変更する場合がある
・平成28年度点検橋梁のうち、詳細点検を行っている橋梁の判定区分は未計上である
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【機密性２】

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 12 5 1 1 3 0

高速道路会社 18 4 0 4 0 0

滋賀県
(滋賀県道路公社

を含む)
45 12 0 8 4 0

市町 8 0 0 0 0 0

合計 83 21 1 13 7 0

滋賀県内の平成２８年度点検結果速報（トンネル）

＜平成２８年度管理者別点検結果速報（トンネル）＞

○ 滋賀県のトンネルの点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は該当がなく、また、判
定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は７箇所（ ３３．３%）、さらに、判定区分Ⅱ（予算の許す限
り、長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は１３箇所（ ６１．９ %）

・管理施設数は平成29年度6月末時点の数値
・点検実数値は速報値であり、精査によって変更する場合がある
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【機密性２】

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 87 20 12 8 0 0

高速道路会社 263 58 24 28 6 0

滋賀県
(滋賀県道路公社

を含む)
64 20 8 11 1 0

市町 36 2 0 0 2 0

合計 450 100 44 47 9 0

滋賀県内の平成２８年度点検結果速報（道路附属物等）

＜平成２８年度管理者別点検結果速報（道路附属物等）＞

○ 滋賀県の道路附属物等の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は該当がなく、判定
区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は９基（ ９．０%）、さらに、判定区分Ⅱ（予算の許す限り、長
期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は４７基（ ４７．０%）

・管理施設数は平成29年度6月末時点の数値
・点検実数値は速報値であり、精査によって変更する場合がある
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【機密性２】

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 措置状況

滋賀県 無名橋第８号 国道477号 1933 主桁の主筋が破断 仮設のパイプサポートにて補強

彦根市 栗見橋 新海栗見橋線 1958 ゲルバーヒンジ部にひび割れ、鉄筋露出 全面通行止め

草津市 神差１号橋 市道野路南11号線 不明 主桁（石材）に貫通ひびわれ 仮設のパイプサポートにて補強

○ 判定区分Ⅳの施設は、緊急措置を実施

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 措置状況

※対象なし

○道路附属物等

○トンネル

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ず
ることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊
急に措置を講ずべき状態

※判定区分

＜判定区分Ⅳのリスト＞

○橋梁

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 措置状況

※対象なし

※ 平成29年6月末時点

※平成29年6月末時点

※ 平成29年6月末時点

滋賀県内の平成２８年度点検結果速報 判定区分Ⅳの構造物リスト
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【機密性２】滋賀県内の平成２９・３０年度の点検計画 資料③

＜各構造物の平成２９・３０年度の点検予定＞

・管理施設数は平成29年度6月末時点の数値
・（ ）は管理施設数に占める割合を示す
・平成29・30年度の点検予定数については、平成29年6月に策定した数値であり、今後の点検計画数は見直しすることがある
・新設橋または架替えが計画されている橋梁については、点検計画に未計上である

道路施設 管理施設数
平成26年度
点検実施数

平成27年度
点検実施数

平成28年度
点検実施数

平成29年度
点検計画数

平成30年度
点検計画数

橋梁 12124
1260 3040 2284 2697 2834

（10%） （25%） （19%） （22%） （24%）

トンネル 83
8 15 21 18 21

（10%） （18%） （25%） （22%） （25%）

道路附属物等 450
41 76 100 125 108

（9%） （17%） （22%） （28%） （24%）
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【機密性２】滋賀県内の平成２９・３０点検計画（最優先で点検すべき橋梁）

＜ 優先で点検すべき橋梁の平成２９・３０年度の点検予定＞

管理施設数 管理施設数
平成26年度
点検実施数

平成27年度
点検実施数

平成28年度
点検実施数

平成29年度
点検計画数

平成30年度
点検計画数

緊急輸送道路を
跨ぐ跨道橋

185
21 45 47 40 32

（11%） （24%） （25%） （22%） （18%）

跨線橋 90
23 11 22 14 19

（26%） （12%） （24%） （16%） （22%）

緊急輸送道路を
構成する橋梁

2724
369 1036 494 360 465

（14%） （38%） （18%） （13%） （18%）

・管理施設数は平成29年度6月末時点の数値
・（ ）は管理施設数に占める割合を示す
・平成29・30年度の点検予定数については、平成29年6月に策定した数値であり、今後の点検計画数は見直しすることがある
・新設橋については、点検計画に未計上である
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【機密性２】平成２８年度滋賀県道路メンテナンス会議の活動状況 資料④

メンテナンス会議 道路鉄道連絡会議 跨道橋連絡部会 点検・診断・修繕 支援講習など 広報

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5/27
事務局会議

7/15
H27年度 点検結果速報
H28年度 点検計ほか

4/1～5/31
パネル展示

道の駅
「竜王かがみの里」

8/1～12/22
パネル展示
各自治体

8/23
橋梁補修工事現場見学会

（田村橋）

9/16
跨道施設の点検、修繕、

耐震補強の意見交換

9/29
供試体を用いた体験型研修

（NEXCO西日本）

9/29
供試体を用いた体験型研修

（NEXCO西日本研修ｾﾝﾀｰ）

10/20
橋梁点検現場研修会
（出庭1号橋外1橋）

11/7
橋梁補修工事現場見学会

（藤尾高架橋）
11/24

橋梁補修工事現場見学会
（馬渡橋）

11/22
H28年度 点検中間報告
道路メンテナンス年報

7/12
道路橋の長寿命化対策に

関わる技術講習会

1/20
ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾜｰｷﾝｸﾞ会議

（南部土木事務所）

2/15
ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾜｰｷﾝｸﾞ会議

（東近江土木事務所）

2/2
H28年度 点検結果速報
ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾜｰｷﾝｸﾞ会議の報告

2/17
跨線橋の点検結果と

修繕状況ほか

H27年度 点検・診断結果
（国・高速）

H27年度 点検・診断結果
（地公体）

9/12
道路メンテナンス年報
（平成27年度）公表

H28年度 実施見込み
ロングリスト更新

確認書締結 -1-



【機密性２】

滋賀県内の道路管理を効率的に行うため各道路管理者
が相互に連絡調整を行うことを目的として、滋賀県道路
メンテナンス会議を平成２６年５月に設立しました。
平成２８年度第１回滋賀県道路メンテナンス会議を７

月１５日に開催しました。

会議では、各機関が平成27年度までの点検実施状
況の確認や平成27年度点検結果の評価及び28年度点
検計画についての意見交換を行いました。

また、各機関の職員の点検に関する技術力向上の
ための研修も積極的に取り組むことを確認しました。

さらに、近畿地方整備局より道路橋の耐震補強効
果の検証などについて情報提供を受けました。

○平成28年度 第1回滋賀県道路メンテナンス会議(平成28年7月15日(水))

平成２８年度滋賀県道路メンテナンス会議の活動状況
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【機密性２】

滋賀県内の緊急輸送道路の安全性を確保するため、
緊急輸送道路を跨ぐ道路法上の道路以外の施設の適切
な点検、補修の実施及び必要な耐震補強の実施につい
て情報共有し協議調整を図ることを目的として、滋賀
県道路メンテナンス会議 跨道施設連絡部会を平成２７
年３月に設立しました。
平成２８年度第２回跨道施設連絡部会を９月１６日

に開催しました。

会議では、道路法外の跨道施設の点検・修繕・
耐震の実施状況認について確認し意見交換を行い
ました。

また道路法外の跨道施設管理者が施設のメンテ
ナンスについて悩んでいる又は困っていることな
どについて意見を取り上げ跨道施設連絡部会で積
極的に協議調整を図ることを確認しました。

さらに、近畿地方整備局より熊本地震による被
災及び復旧状況について情報提供を受けました。

○平成28年度 滋賀県道路メンテナンス会議 跨道施設連絡部会(平成28年9月16日(金))

平成２８年度滋賀県道路メンテナンス会議の活動状況
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【機密性２】

滋賀県内の道路管理を効率的に行うため各道路管理者
が相互に連絡調整を行うことを目的として、滋賀県道路
メンテナンス会議を平成２６年５月に設立しました。
平成２８年度第１回滋賀県道路メンテナンス会議に引

き続き、第２回を２月２日に開催しました。

会議では、跨線橋及び跨道鉄道橋の点検・修繕
を計画的に進めるため、滋賀県道路鉄道連絡会議
を設置することが承認され、道路メンテナンス会
議の規約の改正を行うこととなりました。

また、平成28年度の点検実施の進捗状況や、修
繕の措置状況についての意見交換を行い、各機関
の職員の点検に関する技術力向上のための研修の
実施報告を行いました。

さらに、近畿地方整備局より地方公共団体にお
ける老朽化対策を支援するための大規模修繕・更
新補助制度などについて情報提供を受けました。

○平成28年度 第2回滋賀県道路メンテナンス会議(平成29年2月2日(木))

平成２８年度滋賀県道路メンテナンス会議の活動状況
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【機密性２】

２月２日に開催された平成２８年度第２回滋賀県道
路メンテナンス会議において、道路鉄道連絡会議を設
置することが承認されたことを受け、第１回滋賀県道
路鉄道連絡会議を２月１７日に開催しました。
本会議は、道路メンテナンス会議の下部組織として

位置づけられており跨線橋の定期的な点検および修繕
の実施を進めることを目的としています。

会議では、道路鉄道連絡会議の設立の経緯や規約
内容及びＨ２６・２７年度跨線橋の点検結果につい
て確認を行いました。

また、近畿地方整備局より、熊本地震により落橋
した跨道橋を事例とした耐震対策について情報提供
を受けました。

さらに、今後の点検・修繕計画のスケジュールに
ついて、道路管理者と鉄道事業者間で確認しました。

○平成28年度 滋賀県道路メンテナンス会議 道路鉄道連絡会議(平成29年2月17日(木))

平成２８年度滋賀県道路メンテナンス会議の活動状況
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【機密性２】

技術講習会『道路橋の長寿命化対策に関わる技術講習会』
実 施 日：平成２８年７月１２日
主 催：一般社団法人 日本建設保全協会
後 援：公益社団法人 土木学会 関西支部

一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 近畿支部
参加人数：１６７人

内 容：①道路橋の維持管理に関する 近の話題
②定期点検データによる橋梁の維持管理について
③補修工事の留意点とRC床版の長寿命化対策工法紹介
④アクリルゴム系表面被覆材によるコンクリート構造物の劣化・剥落防止工法

アクリル樹脂系接着剤によるコンクリート用あと施工アンカーの新工法
講 師：①国土交通省近畿地方整備局 道路部 道路保全企画官 松田 好生

②ＮＰＯ法人 橋梁メンテナンス技術研究所 理事（事務局長） 月原 光昭
③一般社団法人 日本建設保全協会 技術部長 宗 栄一
④株式会社 駒井ハルテック 工事本部 橋梁工事部 課長 三輪 浩二

平成２８年度滋賀県道路メンテナンス会議の活動状況
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【機密性２】

①橋梁補修工事研修会
実 施 日：平成28年8月23日
場 所：滋賀県甲賀市土山町地先
参加機関：県内10市町、滋賀県、滋賀国道事務所
参加人数：44名
内 容：橋梁補修工法について

（一般国道1号田村橋の橋梁補修工事現場にて）
：アルカリ骨材反応に対する対策工法を体験学習する

②橋梁技術研修会
実 施 日：平成28年9月29日
場 所：NEXCO西日本 茨木技術研修センター
参加機関：県内3市町、滋賀県、滋賀国道事務所
参加人数：29名
内 容：道路本体構造物の供試体を用いた体験型研修

：打音点検でコンクリートの浮きや変状の体験及び
構造物の外見と内部の損傷状況等を体験学習する

炭素繊維
施工状況

平成２８年度滋賀県道路メンテナンス会議の活動状況

-7-



【機密性２】

③橋梁補修工事研修会
実 施 日：平成28年11月7日
場 所：滋賀県大津市追分地先
参加機関：県内3市、滋賀県、滋賀国道事務所
参加人数：17名
内 容：橋梁補修工法について

（一般国道161号藤尾高架橋の
橋梁補修工事現場にて）

：橋梁の健全性を保ち長寿命化を図るため
各対策工法を体験学習する

鉄筋探査

④橋梁補修工事研修会
実 施 日：平成28年11月24日
場 所：滋賀県長浜市湖北町馬渡地先
参加機関：県内2市、滋賀県、滋賀国道事務所
参加人数：11名
内 容：損傷状況や補修状況について

（一般国道8号馬渡橋の橋梁補修工事現場にて）
：工事現場での、橋梁の損傷状況やそれに対する

補修状況を学び、技術力向上を図る
補修状況

平成２８年度滋賀県道路メンテナンス会議の活動状況
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【機密性２】

⑤橋梁直営点検
実 施 日：平成28年10月20日

場 所：滋賀県栗東市出庭地先
対象橋梁：国道8号出庭１号橋、出庭１号橋側道橋・上
参加機関：滋賀国道事務所、（一財）橋梁調査会、

大日本コンサルタント（株）
参加人数：13名
内 容：橋梁定期点検（近接目視、打音点検）

定期点検は道路橋の各部材の状態を把握、診断し、
当該道路橋に必要な措置を特定するために必要な情報
を得るためのものであり、安全で円滑な交通の確保、
沿道や第三者への被害の防止を図るため等の橋梁に係
る維持管理を適切に行うために必要な情報を得ること
を目的に実施しています。

定期点検は、近接目視により行うことを基本とし必
要に応じて触診や打音等の非破壊検査などを併用して
行います。

平成２８年度滋賀県道路メンテナンス会議の活動状況
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【機密性２】

＜県庁＞

＜愛荘町役場＞

＜高島市役所＞ ＜長浜市役所＞

平成28年度 道路の老朽化パネル展示状況

月
展示場所

展示期間
Aグループ Bグループ Cグループ

8
前半 大津市 甲賀市 豊郷町 8/1～8/16

後半 草津市 日野町 甲良町 8/18～8/31

9
前半 栗東市 竜王町 多賀町 9/2～9/15

後半 守山市 近江八幡市 彦根市 9/20～9/30

10
前半 野洲市 東近江市 米原市 10/4～10/14

後半 湖南市 愛荘町 長浜市 10/18～10/31

11
前半 甲賀土木 湖東土木 高島市 11/2～11/15

後半 南部土木 東近江土木 高島土木 11/17～11/30

12 県庁 大津土木 長浜土木 12/1～12/22

道路インフラの現状を広く地域住民の方に紹介することを目的に県市町においてパネル展示を開催

平成２８年度滋賀県道路メンテナンス会議の活動状況

○広報活動
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【機密性２】

・目的

維持修繕業務の点検や設計、工事等に関する担当者間での技術相談や情報共有の場として、
ワーキング会議を設置

・開催状況
・平成29年1月20日に南部土木事務所管内で開催

・管内四市の担当者ほか、17名が参加

平成２８年度滋賀県道路メンテナンス会議の活動状況

○メンテナンス技術に関するワーキング会議

討議テーマ

PCBや鉛を含有している橋梁の取扱い

耐震補強を行う橋梁の選定基準

橋梁点検について

橋梁修繕委託業務の積算歩掛の標準化

参加機関

草津市建設部道路課

守山市都市経済部建設管理課

栗東市建設部道路・河川課

野洲市都市建設部道路河川課

(公財)滋賀県建設技術センター

国土交通省近畿地方整備局道路部

国土交通省近畿地方整備局滋賀国道事務所

滋賀県南部土木事務所道路計画課

滋賀県道路課道路保全室 -11-



【機密性２】

・目的

維持修繕業務の点検や設計、工事等に関する担当者間での技術相談や情報共有の場として、
ワーキング会議を設置

・開催状況
・平成29年2月15日に東近江土木事務所管内で開催
・管内二市二町の担当者ほか、18名が参加

参加機関

東近江市都市整備部管理課

近江八幡市都市整備部土木課、管理調整課

日野町役場建設計画課

竜王町役場建設計画課

(公財)滋賀県建設技術センター

国土交通省近畿地方整備局滋賀国道事務所

滋賀県東近江土木事務所道路計画課

滋賀県道路課道路保全室

平成２８年度滋賀県道路メンテナンス会議の活動状況

○メンテナンス技術に関するワーキング会議

討議テーマ

長寿命化計画と定期点検Ⅲ、Ⅳ判定の優先順位の考え方

直営点検の国、県の技術的支援

定期点検のⅠ評価の点検サイクルについて

-12-



【機密性２】

メンテナンス会議 道路鉄道連絡会議 跨道橋連絡部会 点検・診断・修繕 支援講習など 広報

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

現場研修会は
適時実施予定

確認書
調整

点検結果
にもとづく
修繕実施

平成２９年度滋賀県道路メンテナンス会議の活動予定（案）

6/12
事務局会議

7/13
H28年度 点検結果速報
H29年度 点検計ほか

7/31～2/9
パネル展示
各自治体

9月中旬
跨道施設連絡部会

11月下旬
メンテナンス年報

点検進捗状況等を予定

7～8月頃
ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾜｰｷﾝｸﾞ会議

2月上旬
H28年度 点検結果速報

H30年度 点検計画を予定

2月上旬
点検結果及び修繕実施状況

を予定

H28年度 点検・診断結果
（国・高速）

H28年度 点検・診断結果
（地公体）

道路メンテナンス年報
（平成28年度）公表予定

H29年度 実施見込み
ロングリスト更新

11～12月頃
ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾜｰｷﾝｸﾞ会議

確認書締結

資料⑤

-1-



【機密性２】

○滋賀県道路メンテナンス会議パネル展示

7 下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

2 上旬

彦根市近江八幡市守山市

甲良町日野町草津市

多賀町竜王町栗東市

月

8

展示場所

豊郷町甲賀市大津市

9

12

11

10

1

米原市東近江市野洲市

長浜市愛荘町湖南市

長浜土木
事務所

大津土木
事務所

滋賀県庁

高島市
湖東土木
事務所

甲賀土木
事務所

高島土木
事務所

東近江土木
事務所

南部土木
事務所

■平成29年度 ローテンション(案)

平成29年度滋賀県道路メンテナンス会議の活動予定（案）

パネル展を平成29年7月31日～平成30年2月9日まで下記日程で展示を予定しています。
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「荒廃する日本」にしないために
～老朽化した道路のメンテナンス時代へ～

1980年代、道路先進国アメリカで道路橋の落橋

をはじめとする社会基盤の損傷が発生し、「荒廃

するアメリカ」といわれました。日本の社会基盤

は、アメリカに約30年遅れて本格的に整備された

ため、近年「荒廃する日本」とならないか心配さ

れています。

実際日本でも、高速道路のトンネル天井板落下

事故が起こるなど、老朽化に対する意識は高まっ

ています。

これまでも、道路施設の老朽化に対する課題に

真摯に取組んできましたが、今後本格化するメン

テナンス時代に向けて、日本全体で総合的に取組

んでいきます。

道路施設の現状や課題、メンテナンス時代に向

けた取組みを広くご紹介しますので、ご覧くださ

い。

滋賀県 道路メンテナンス会議 道路施設の管理体制

日本の道路は、道路種別に応じて複数の機関が管理しています。

道路施設としての橋梁は、約７３万橋あり、このうち地方公共団体が管理する橋

梁が約６６万橋と全体の９割以上を占めています。

これは米国に比較すると、非常に多くなっています。

高速自動車国道
約20,000橋（3%） 直轄国道 約41,000橋（6%）

補助国道 約34,000橋（5%）

都道府県道
約111,000橋（15%）

市町村道
約519,000橋（72%）

橋梁
約73万橋

【日本】 【米国】

（参考）道路管理者別の橋梁数を米国と比較

出典）日本 道路局調べ(H27.12時点）
米国 FHWA（Federal Highway Administration）ホームページ （2014.12時点）
※StateにはFederal(約1万橋)を含む

【円グラフ：道路種別別の橋梁数】

滋賀県 道路メンテナンス会議-3-
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滋賀県 道路橋供用数の推移

高速 国 府県 政令市 市町村

29%

71%

現在（2016年）

50歳以上 50歳未満

高齢化する道路施設
全国約73万橋のうち建設年度別の橋梁数の分布を見ると、昭和30年から50年にか

けて建設されたものが約26％と多くなっています。

建設後50年を経過した橋梁の割合は、現在は約20％ですが、10年後には約44%に
急増します。特に橋長15m未満の橋梁では、約半数が建設後50年を経過します。

滋賀県内 建設から50年が経過する道路橋の割合

※この他に建設年度不明橋梁約23万橋 （出典）道路局調べ(H27.12時点）

滋賀県 道路メンテナンス会議

47%
53%

10年後（2026年）

50歳以上 50歳未満

69%

31%

20年後（2036年）

50歳以上 50歳未満

平成27年度の定期点検結果
平成26年7月より、道路管理者は、全ての橋梁、トンネル等について、５年に１

度、近接目視で点検を行い、点検結果として健全性を４段階に診断することになり

ました。

船（フロート）による点検橋梁点検車による点検 移動式吊足場による点検

〇 平成27年度において、橋梁は全国約73万橋のうち、約14万橋の
点検を実施しました。

〇 なお、各管理者別の点検実施率は、全体で約19%、管理者別では、
国土交通省 約19%、高速道路会社約20%、都道府県・政令市等 約
20%、市区町村 約19%となっています。

点検実施状況（全体）

〇 平成27年度に点検を実施した橋梁のうち、緊急又は早期に修繕などの措置を行う必要のある橋梁が、国は約8％（548橋）であるのに
対して、市区町村では約10％（9,550橋）となっています。

〇 建設経過年数が長くなるほど、早期に修繕などの措置が必要な橋梁の割合が多くなっています。
〇 緊急措置段階である判定区分Ⅳの橋梁については、速やかに緊急措置を実施したところです。（年報にリストを添付）

■判定区分と建設経過年度（橋梁）

〔国土交通省〕 〔市区町村〕

点検結果（橋梁）

定義

Ⅰ 健　全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の観点から措置を講ずることが
望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が著しく高く，緊急に措置
を講ずべき状態。

区分

○橋梁、トンネル等の点検結果は、健全性を4 段階に区分します。

〇 緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋、跨線橋、緊急輸送道路を構成する橋
梁について、それぞれの点検実施率は、約39%、約29%、約38%と、
いずれも、橋梁全体の点検実施率（約19%）を上回っています。

■ 優先で点検すべき橋梁の点検計画・累積点検実施率（全道路管理者合計）

点検実施状況（ 優先で点検すべき橋梁）

滋賀県 道路メンテナンス会議

■点検実施状況（橋梁・トンネル・道路附属物等）
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老朽化による損傷事例
（道路橋の３大損傷）

① 塩 害

大型車等の重交通が多いと、疲労が

蓄積して鋼材に亀裂が発生します。亀

裂は板が完全に分断されてしまう損傷

なので、落橋につながる損傷になりま

す。

海岸に面して建設された橋梁は、冬の季節風や台風により潮風に晒されることにより、コンクリート内部に塩分が侵入し、コン

クリート内部の鉄筋を腐食させます。雪国の凍結防止剤散布地域でも同様の損傷が発生します。

道路橋の主要な部材（自動車の荷重を受け持つ主桁等）の鉄筋が塩害により錆びると、荷重に抵抗する耐荷力が小さくなり、落

橋につながるような損傷になります。

② アルカリ骨材反応

強アルカリ性を示すコンクリート中のセメ

ントと化学反応する骨材が使用されている

と、水分の供給によりコンクリートが膨張

し、亀甲状のひびわれが発生します。右の写

真は橋脚（橋を支える脚の部分）に損傷が発

生した事例です。

アルカリ骨材反応は、コンクリートの癌と

も呼ばれ、完治が難しい損傷です。

③ 疲 労

大型車等の重交通が多いと、疲労が

蓄積して床版（路面を支える床）が

陥没します。床版に穴が開くと、自

動車事故の危険があります。

塩害のメカニズム

アルカリ骨材反応のメカニズム

床版の疲労損傷のメカニズム

滋賀県 道路メンテナンス会議

橋梁点検のようす
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老朽化による損傷事例
（滋賀県内の道路橋の事例）

一般国道１６１号（滋賀県大津市） 藤尾高架橋（ふじおこうかきょう）

床版の損傷（漏水・遊離石灰）

●床版下面にひび割れが生じ、雨水等の水

漏れが発生

補修

補修

●既設舗装撤去後、床版にひび割れ及び鉄筋

が錆びていることを確認。

●床版のひび割れ箇所等を取り除きます。 ●鉄筋の錆止めを行い高強度のコンクリート

打換えにより床版補修完了。

●大型車等の重交通が多く床版にひび割れ等

が生じ、雨水等の水漏れが発生

●床版下面はコンクリート打換え後、将来

コンクリート片が落ちないよう剥落防止

を施工して補修完了。

県道小島野洲線（滋賀県野洲市） 野洲川橋（やすがわはし）

塗装の塗り替え

補修

県道飯浦大音線（滋賀県長浜市） 伊香具橋（いかぐはし）

ゲルバーヒンジ部の損傷

●コンクリート製の橋桁が損傷しています。

●損傷が進行する前に、補修工事を行い

安全な道路交通を確保しています。

老朽化による損傷事例
（滋賀県内の道路橋の事例）
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県道南船木西万木線（滋賀県高島市） 本庄橋（ほんじょうはし）

修繕状況

高欄補修 床版防水

ひび割れ補修 伸縮装置補修

断面修復 桁下増厚

老朽化による損傷事例
（滋賀県内の道路橋の事例）

●写真は橋桁を支える支承ですが、凍結融解材(塩分)を含む水等によって腐食しています。

●腐食が進行すると橋梁全体への悪影響、交通傷害に繋がる恐れがあることから、支承の補

修、交換を行いました。

●補修としては、錆びを除去した後に支承の機能を回復させ、防錆処理を行いました。

国道１６１号バイパス（滋賀県大津市坂本） 坂本高架橋

コンクリート橋の損傷 （さかもとこうかきょう）

補修

●国道161号バイパスを支えるコンクリート製の橋脚に大規模なコンクリートの剥落が生

じており、錆びた鉄筋が露出しています。

●鉄筋の腐食が進行すると、さらにコンクリートの表面が剥がれ落ちる恐れがあります。

●補修としては、コンクリートの劣化部を除去し断面修復材で復元したり、コンクリート

面に保護塗装を塗って劣化しないようにしました。

補
修

補
修

老朽化による損傷事例
（滋賀県内の道路橋の事例）
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補修

補修

補修

補修

補修

鋼桁補修

鋼桁塗替

支承防錆

断面補修
剥落防止

ひび割れ補修

コンクリートのひび割れに
樹脂やセメントを注入して、

劣化因子（水やCO2）の
進入を防止します。

はがれ落ちたコンクリート
をモルタルで補修し、今後
の落下を防止する塗装を

行っています。

橋げたを支えている支承
という部分の錆を落とし、
常温のメッキ加工をする

ことで機能を回復させます。

太陽の紫外線や雨などが
原因で劣化したペンキを
塗替えることで、橋を錆
から守り長持ちさせます。

錆が進んでしまって弱く
なった橋げたを鉄板や

ボルトで補強し、健全な
状態に回復させます。

老朽化による損傷事例
（滋賀県内の道路橋の事例）

老朽化による損傷事例
（滋賀県内の道路橋の事例）

【大津市管理橋梁】

●腐食(錆)していた鋼製の橋桁の塗装を塗

り替えて、腐食の進行を抑えます。

補修

【湖南市管理橋梁】

●橋梁部と道路部の継ぎ目（ジョイント）を補修し、損傷の原因となる雨水の浸入を防

ぎます。

補修
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【長浜市管理橋梁】

●損傷していた防護柵や桁の修繕を実施しました。

補修

【愛荘町管理橋梁】

●橋梁部と道路部の継ぎ目（ジョイント）を補修し、損傷の原因となる雨水の浸入を防

ぎます。

補修

老朽化による損傷事例
（滋賀県内の道路橋の事例）

●経年劣化により高欄が変形・欠
損し、舗装がひび割れています。

老朽化による損傷事例
（滋賀県内の道路橋の事例）

一般国道８号 馬渡橋（旧・上） （滋賀県長浜市）

●高欄、舗装の補修完了。

●新しい高欄に取替え舗装します。 補修
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老朽化による損傷事例
（滋賀県内の道路橋の事例）

一般国道１６１号 大宮川橋 （滋賀県大津市）

一般国道１６１号 和邇川橋 （滋賀県大津市）

補修

補修

●鋼製の橋桁が腐食（錆）して、地覆も経年

劣化により断面欠損しています。

●鋼製の橋桁腐食（錆）部分を撤去して補強

し、塗装を塗り替えています。また地覆

も断面修復を施工し補修完了。

●塩害によりコンクリートがひび割れ、剥離

し鉄筋も錆びています。

●塩害箇所を取り除き鉄筋の錆び止めを行い、

塩害対策用の断面修復材を施工し補修完了。
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【機密性２】

※H28年度 実施状況

※H28年度 実施状況

滋賀県内の道路管理を効率的に行うため各
道路管理者が相互に意見調整・情報共有を行
い、道路インフラの維持管理を効果的・効率
的に行うことを目的として、滋賀県道路メン
テナンス会議を平成２６年５月に設立しまし
た。

本年度は平成２８年度までの点検実施状況や
平成２８年度点検結果の評価、平成２９年度点
検計画について意見交換を行う予定です。

○滋賀県道路メンテナンス会議

平成29年度滋賀県道路メンテナンス会議の活動予定（案）
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【機密性２】

○滋賀県道路鉄道連絡会議

平成29年度滋賀県道路メンテナンス会議の活動予定（案）

跨線橋の点検・修繕を計画的かつ効率的に
進められるように、国土交通省・高速道路会
社・滋賀県・道路公社・市町と鉄道会社にお
いて意見調整や情報共有をし、滋賀県内の安
全かつ円滑な交通を確保及び効率的な道路管
理を実現することを目的として昨年度設置さ
れました。

※H28年度 実施状況

本年度も跨線橋の点検および修繕の実施状況
や今後の予定について意見交換や情報交換を行
う予定です。

※H28年度 実施状況
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【機密性２】

○滋賀県跨道橋連絡部会

平成29年度滋賀県道路メンテナンス会議の活動予定（案）

※H28年度 実施状況

※H28年度 実施状況

滋賀県内の緊急輸送道路ネットワークの確
保等を図るために、道路法上の道路以外の施
設の点検や修繕、耐震補強の実施について、
対象施設の管理者と関係する道路管理者が情
報共有し、必要な事項について協議調整する
ことを目的に、跨道橋連絡部会が設置されま
した。

本年度も道路法外の跨道橋の点検や修繕状況、
耐震対策について意見交換や情報交換の実施を
予定しています。
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【機密性２】

○技術支援計画（技術相談）

平成29年度滋賀県道路メンテナンス会議の活動予定（案）

※H28年度 実施状況

維持修繕業務の点検や設計、工事等の技術相談や情報共有の場として、滋賀県内の８土木事務所でメン
テナンスワーキング会議（技術支援）を行っています。昨年度は南部土木事務所と東近江土木事務所で実
施しました。
本年度も土木事務所にて、技術相談や情報共有の場として継続して実施する予定です。

開催事務所

大津・甲賀土木事務所

長浜・木之本・高島土木事務所

南部土木事務所

東近江土木事務所

湖東土木事務所

※「大津・甲賀」、「長浜・木之本・高島」は合同、「南部」、
「東近江」、「湖東」は単独で実施する

H29年度の会議テーマ（案）

点検実地研修

長寿命化修繕計画
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【機密性２】

○技術支援計画（研修会、講習会）

平成29年度滋賀県道路メンテナンス会議の活動予定（案）

※H28年度 実施状況 ※H28年度 実施状況

＜道路橋の長寿命化対策に関わる技術講習会＞＜橋梁補修工法についての研修会＞

技術力向上の取り組みとして、国土交通省・滋賀県・市町が参加する現場研修会を実施しています。昨
年度は供試体を用いて構造物の損傷状況の把握、橋梁補修工事の現場にて補修工法の体験学習を５回行い
ました。また道路橋の長寿命化に関する講習会に参加し、維持管理に関する 近の話題や補修についての
学習を取り組んでいます。
本年度においても随時、研修会を行っていきます。
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【機密性２】平成２８･２９年度 地域一括発注の実績と予定

◯各市町と公益財団法人滋賀建設技術センターが依託契約を締結
◯公益財団法人滋賀県建設技術センターが地域一括発注を実施する

【平成28年度実績】 【平成29年度予定】
・ 13市町、1,498橋で実施済 ・ 16市町、1,875橋で実施予定

※平成29年6月現在

市町村名 平成28年度実績 平成29年度予定

① 大津市 158 211 

② 彦根市 120 126 

③ 長浜市 277 207 

④ 近江八幡市 98 87 

⑤ 草津市 116 74 

⑥ 守山市 130 118 

⑦ 栗東市 50 183 

⑧ 甲賀市 120 130 

⑨ 野洲市 72 54 

⑩ 湖南市 0 67 

⑪ 高島市 153 178 

⑫ 東近江市 121 168 

⑬ 米原市 0 103 

⑭ 日野市 44 36 

⑮ 竜王町 ※H26年度にすべて点検終了

⑯ 愛荘町 39 64 

⑰ 豊郷町 ※H27年度にすべて点検終了

⑱ 甲良町 0 69

⑲ 多賀町 ※H26年度にすべて点検終了

合計 1,498 1,875 

資料⑥
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資料⑧

出典
社会資本整備審議会
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平成29年度4月14日



H25.11
H32

42%
58%

2

3

2

3

1
-2-



H28
H32

100%

100%

75%

64%

65%

0% 25% 50% 75% 100%

100%

100%

74%

20%

28%

0% 25% 50% 75% 100%

100%

100%

30%

0% 25% 50% 75% 100%

10 10 10

6 6 6

97 89 92

615 

723 

606 

711 

1,715

1,828

10

6

10

6

10

6

73 66 51

1481191,098

1,187 201 215

25 11

26 5 28

55%

24%

25

4

1

-3-



3
-4-



km

379

545

300

400

500

600

H25 H26 H27 H28

58%

40%
45%

31% 28%

14% 12%
4%

9%

0%

20%

40%

60%

18.7%

7.8%

48.4%

20.8%

1.2% 0.3% 2.9%

6,698 

7,503 

6,000

6,400

6,800

7,200

7,600

H17 H20 H23 H26

4
-5-



65

90%

10%

90%

10%30%

100%

73%

0%

As
50

Co
50

2,000

1,500

1,000

500

0

-6-



64%

77%

27%

1%
12%

25%

7%

65%

53%

17%

0%

30% 27%

3%0

20

40

60

80

100
2

H29.4.1

6
-7-



7
-8-



H32

-9-



-1-

資料⑨



0 5 10 15 20

A
B

-2-



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

小規模附属物点検要領の制定について

資料⑩
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1．これからの小規模附属物マネジメントの方針

【基本方針】

第三者被害を発生させず、安全で適切な管理を目指す

97

151

120

78

23

12

8

6

2

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

人員

不足

予算

1

72

220

350

0

50
100
150

200
250
300

350
400

トンネル

（箇所）

橋梁

（橋）

標識

（基）

照明

（基）

施
設
数

万

設置年不明, 
74%

設置年

判明,
26%

実施して

いる, 74%

点検を実施

していない, 
24%

その他, 
2%

市町村の標識は９割以上が単柱式

H19国交省調査
※標識と照明は高速自動車国道、有料道路、門型を除く

設置年不明が多い 自治体の予算と人員不足

標識：橋梁の
約3倍

照明：橋梁の約5倍

問題認識あり： 約9割

点検の未実施

H28.3自治体アンケート N=250

膨大な施設量

H28.3自治体アンケート N=250
H28.5自治体施設現況

（抽出した自治体の調査結果を自治体数で按分）

道路標識

H28.5自治体施設現況
（抽出した自治体の調査結果を自治体数で按分）

【現状の課題】

大きな問題 やや問題

あまり問題ではない 問題ではない

分からない

門型, 0.04万
基, 0.1%

F型, 1.6万基, 
3%

逆L型, 1.2万
基, 2%

単柱式, 58万基, 
95%
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1．これからの小規模附属物マネジメントの方針

○倒壊した場合の第三者被害の程度に応じた合理的な点検を実施倒壊した場合の第三者被害の程度に応じた合理的な点検を実施

■附属物の点検の考え方

国県
、
政
令
市

市
町
村

国県
、
政
令
市

市
町
村

（門型）

（F型、逆L型）

（単柱式）

本体の落下、
倒壊による
車道閉塞の
可能性大

倒壊による
車道閉塞の
可能性大

[大]

[小]

車道
建築限界

以上

車道
建築限界

以下

第三者被害の程度 施設の種類と施設量概ねの高さ

国県
、
政
令
市

市
町
村

44％
12万基

80％
64万基

95％
58万基

54％
15万基 100％

18万基

100％
57万基

100％
105万基

20％
16万基

5％
3万基

2％
0.5万基

0.5％
0.4万基

・H28.5自治体施設現況
（抽出した自治体の調査結果を自治体数で按分）

・添架、共架除く

【標 識】

【照 明】

0.1％
0.04万基

（逆L型、直線型）

倒壊による
車道閉塞の
可能性小

トンネル
橋梁等の
附属物※

○更新の検討の目安となる基本使
用年数を設定することで合理的な
管理を目指す

○通学路等については、沿道利用
者と連携した維持管理の仕組みを
構築する等、より効果的な点検を
実施

日常の
巡視対応

詳細点検
【1回/10年】

中間点検
【1回/5年】

新たな点検要領

○平成２６年６月
定期点検要領策定済み

○第三者被害の程度（車道閉塞）
を考慮し、詳細点検、中間点検
の頻度を設定

○照明ランプ清掃や交換、標識板
の交換や更新に合わせて点検を
実施

詳細点検：近接目視
中間点検：外観目視

・必要に応じて、各道路管理者で詳細な点検が可能
・効率化を図るため、スクリーニング調査として
非破壊検査の活用も可能

今回対象

詳細点検
【1回/5年】

※トンネル、橋梁等の附属物は、全て本体点検（５年に１回詳細点検）時に実施
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2．小規模附属物点検要領の構成

小規模附属物点検要領 平成29年3月 国土交通省 道路局

【目次】

１．適用範囲

２．点検の目的

３．用語の定義

４．点検の基本的な考え方

５．片持ち式
５－１ 点検等の方法 ５－２ 点検の頻度 ５－３ 点検の体制 ５－４ 対策の要否の判定 ５－５ 記録

６．路側式
６－１ 点検等の方法 ６－２ 対策の検討 ６－３ 記録

別紙１ 評価単位の区分
別紙２ 点検表記録様式
付録１ 一般的構造と主な着目点
付録２ 変状の事例

-4-



3．点検要領のポイント① 第三者被害を防止し、安全かつ円滑な道路交通の確保を目的として規定

○ 点検要領は、事故に関わる変状を早期に確実に発見し、適切な対策により、劣化状況に応じて
適切な時期に更新することにより、事故や不具合を防止し、安全かつ円滑な交通の確保と利用者の
安全確保を目的として規定

本要領の位置け

本要領は、道路法施行令35条の２第１項第２号の規定に基づいて行う点検について、

小限の方法、記録項目を具体的に記したものである。

なお、道路の重要度や施設の規模などを踏まえ道路管理者が必要に応じて、より詳細な

点検、記録を行うことを妨げるものではない。

１．適用の範囲

本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第２条第２項に規定する道路の附属物のうち

道路の標識及び照明施設（以下、「小規模附属物」という。）の点検に適用する。

対象外 ：標識や照明施設における電気設備に関する点検、標識や照明施設としての機能についての点検

個別検討：小規模附属物の点検において路線の特徴や自動車交通の影響、設置環境等を考慮する必要がある場合

※橋梁、トンネル、横断歩道橋、ボックスカルバート等に設置されている小規模附属物の点検は、それぞれの定期点検要領に基づいて実施

小規模附属物の支柱や支柱取り付け部等の弱点部の変状が原因となり、道路利用者及び

第三者被害のおそれのある事故を防止し、安全かつ円滑な道路交通の確保を図ることを目

的として実施する。

２．点検の目的

道路の標識及び照明施設は、突然の灯具の落下や支柱の倒壊等の事故事例が報告されており、点検においては特にこのような事故に関わ

る変状をできるだけ早期に、かつ、確実に発見し、適切な対策を行うことや、劣化の状態に応じて適切な時期に更新を行うことによって、

事故や不具合を防止し、安全かつ円滑な交通確保と利用者の安全を確保するよう努めるものとする

※道路管理者以外の支柱等に添架されているもの：占用企業者等と協力し、適切な点検を行うのがよい

-5-



3．点検要領のポイント② 小規模附属物に生じる事象に応じた区分

○ 第三者被害の影響（落下、倒壊のおそれ）等の施設特性に応じた点検方法を規定

３．用語の定義

◇小規模附属物

道路の附属物のうち、道路標識（Ｆ型、逆Ｌ型、Ｔ型、単柱式、複柱式）及び道路照明

（逆Ｌ型、Ｙ型、直線型）のことをいう。

◇基本使用年数

対象とする附属物が健全な状態を維持されるとあらかじめ期待する期間であり、更新の検

討を行う目安の年数をいう。

区分 事象 代表的な附属物の種類

主に片持ち式の
附属物
（以下「片持ち
式」）

落下、倒壊事象のおそれがある
附属物

標識：Ｆ型、逆Ｌ型、Ｔ型及び高所に設置された単
柱式又は複柱式

照明：逆Ｌ型、Ｙ型、直線型

主に路側式の
附属物
（以下「路側式」）

倒壊事象のおそれがある附属
物

標識：単柱式、複柱式（片持ち式に分類したもの
は除く）

逆Ｌ型（照明）

歩道歩道

Ｆ型（標識）

中央分離帯車道歩道

単柱式（標識）
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3．点検要領のポイント③ 弱点部や想定変状・不具合の事象を特定した効率的な点検の考えを規定

○ 点検の基本的な考え方として、片持ち式と路側式に大別し規定

４．点検の基本的な考え方

（１）片持ち式

・落下や倒壊事象を防止する必要がある

⇒弱点部（支柱、横梁、標識板又は灯具取付部、ブラケット取付部等）を点検

⇒その他必要に応じ第三者被害のおそれのある部材を点検

（２）路側式

・倒壊事象を防止する必要がある

⇒弱点部（支柱等）を点検

支柱基部
支柱基部

支柱基部 支柱基部

これまで発生している標識及び照明施設の不具合事例では、落下や倒壊によるものが報告されており、本要領は、形式や構造特性に応じ

てできるだけ効率的に弱点部を点検するために、附属物の形状に応じて弱点部を特定している。

片持ち式

F型 Y型 -7-



3．点検要領のポイント③ 弱点部や想定変状・不具合の事象を特定した効率的な点検の考えを規定

○ 不具合が生じた場合に、沿道利用者から情報を得やすい環境を整備した例を記載

４．点検の基本的な考え方

万が一不具合等が生じた場合にも、できるだけ迅速な対応が可能となるよう沿道利用者から情報を得やすい環境を整備するのがよい。例

えば、附属物の支柱に管理者の連絡先を記したシールを貼った事例などもあり、図‐解4‐2に示す。また、通学路等に設置されている単柱

式や複柱式など路側式の附属物は交通状況を勘案したうえで、沿道利用者と連携した維持管理の仕組みを構築するなど、より効果的な方法

を検討するのがよい。

図-解 4-2 利用者から通報を受けやすく工夫している事例

●●●-

･･･
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3．点検要領のポイント④ 【片持ち式】巡視・詳細点検・中間点検による点検を規定

○ 点検等の方法：巡視・詳細点検・中間点検

○ 点検頻度：詳細点検を10年に1回、中間点検を詳細点検後5年を目安として実施することを規定

○ 点検の体制：点検を適正に行うために必要な知識・技能を有する者が実施

○ 対策の要否判定：詳細点検及び中間点検の結果に応じて実施

○ 記録：詳細点検及び中間点検の結果と措置を記録・保存

５．片持ち式

５－１ 点検等の方法

（１）巡視

・巡視時に、パトロール車内から目視で、変状の有無を点検

（２）詳細点検：近接目視により行うことを基本

（３）中間点検：外観目視により行うことを基本

詳細点検では、予め特定した弱点部に対して近接目視、必要に応じて打音、触診を含む非破壊調査を検討する。近接が困難な場合には

、目視点検にカメラ等を活用してよい。

地中等への支柱埋込み部については、境界部における支柱の状態や滞水の有無、痕跡などを確認し、必要に応じて掘削調査を行うのが

よい。また、掘削調査のスクリーニングとして非破壊調査の開発が進められており、活用の可能性を有しているため、開発動向の情報も収

集し、点検が合理化できると判断される場合は採用するとよい。

（２）詳細点検

巡視は、パトロール車内から大きな変状を把握するためのものであるが、道路利用者や沿道からの通報を受けた場合やその他必要に応

じて実施するものも含む。

（１）巡視

中間点検では、附属物にできるだけ近づき、外観から弱点部等の異常の有無を確認することを基本とする。

（３）中間点検

-9-



3．点検要領のポイント⑤ 【片持ち式】対策要否の判定を規定

５－４ 対策の要否の判定

・片持ち式の詳細点検及び中間点検では、構造物の変状を把握したうえで、点検部位毎、

変状内容毎の対策の要否について、判定を行う。

・対策が必要と判定された変状部位に対しては、変状原因を特定し、適切な工法を選定する。

５－２ 点検の頻度

・詳細点検：10年に1回の頻度を目安として道路管理者が適切に設定

・中間点検：詳細点検を補完するため、詳細点検後5年を目安に道路管理者が適切に設定

道路照明については、灯具のランプ清掃やランプ交換が行われているので、このような維持作業に併せて点検を行うと効率的である。道

路標識や情報板についても、標識板の交換や更新、又は維持作業等に併せて点検を行うと効率的である。

５－３ 点検の体制

・片持ち式の点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者がこれを行う。

点検の品質を確保するためには、道路標識、道路照明施設等の構造や部材の状態の評価に必要な知識及び技能を有していることが重要で

ある。

判定は、対策の要否、変状部材（又は部位）、変状要因に対して、経済性を考慮した適切な対策工法を選定したうえで、実施する必要が

ある。 ※変状の内容と一般的な対策方法の目安（表-解5-4-1）、変状の事例（付録2）

５－５ 記録

片持ち式の詳細点検及び中間点検の結果並びに措置の内容等を記録し、当該施設等が利用

されている期間中は、これを保存する。（別紙２ 点検表記録様式参照）

点検結果は、合理的な維持管理を実施するうえで貴重な資料となることから、適切な方法で記録し蓄積する。 -10-



3．点検要領のポイント⑥ 【路側式】巡視による点検を規定

○ 点検等の方法：巡視

○ 対策の検討：巡視の結果から必要に応じて補修等の検討を実施

○ 記録：変状が確認された場合に記録・保存

６．路側式

６－１ 点検等の方法

・巡視時に、パトロール車内から目視を基本として、変状の有無を点検

巡視時や通報により異常が認められたときは、下車して対象物に近づき、目視して支柱及び支柱基部の変状を確認する。

-11-
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3．点検要領のポイント⑦ 【路側式】必要に応じて対策の検討を規定

６－２ 対策の検討

６－３ 記録

基本使用年数：対象とする附属物が健全な状態を維持されるとあらかじめ期待する期間であり、更新の検討を行う目安の年数をいう

直轄国道を対象に、設置年数が確認できたものの腐食率及び撤去率を図-解6-2-1に示しており、約30年経過した単柱式の標識は、腐食

率と撤去率が増加する傾向がみられ、亜鉛メッキの耐用年数等も参考にすると、基本使用年数は30年が一つの目安になると考えられる。

路側式の点検等の結果、変状が確認された場合は、内容等を記録し、当該施設等が利用さ

れている期間中は、これを保存する。（別紙２ 点検表記録様式参照）

・路側式の点検等の結果、変状の発生している部位について、必要に応じて補修等の検討を行う。

・各道路管理者は更新の検討の目安となる基本使用年数を設定し、それを超えた時点で更新する

ことで施設の合理的な管理を目指す。

・基本使用年数は道路管理者が管内の損傷の実績等から適切に設定する。

H28.3基数調査：H23～H27点検結果のうち、設置年が判明している施設を抜粋（直轄単柱式） H28.3撤去更新調査：H25～H27年度に撤去更新された施設の経年分布（直轄単柱式）

直轄単柱式を対象とした経過年別の腐食率

※30年以上経過後、腐食率や撤去率が減少しているが、これは一定年数を経過すると、損傷したものは撤去更新されるものが多く、また不明なものが多くなるためと考えられる。

直轄単柱式を対象とした経過年別の撤去率
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3．点検要領のポイント⑧ 【別紙１、別紙２、付録１、付録２】

別紙１ 評価単位の区分

○点検における、構造上の弱点部となる部材等の単位は、別表－１のように分類し、区分した。
○これらの分類は、施設の構造形式毎に区分する必要がある。

-13-



3．点検要領のポイント⑧ 【別紙１、別紙２、付録１、付録２】

別紙２ 点検表記録様式

-14-



3．点検要領のポイント⑧ 【別紙１、別紙２、付録１、付録２】

付録１ 一般的構造と主な着目点

-15-



3．点検要領のポイント⑧ 【別紙１、別紙２、付録１、付録２】

付録２ 変状の事例

「小規模附属物点検要領」に従って、対策の要否の判定を行う場合の参考となるよう、典型的な変状例を示す。なお、各部材の状態の判定
は、構造形式や設置条件によっても異なるため、定量的に判断することは困難であり、実際の点検においては附属物等の条件を考慮して適
切な要否判定を行う必要がある。
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H26定期点検要領（門型） H28点検要領（片持ち式） H28点検要領（路側式）

策定年月 平成26年6月 平成29年3月 平成29年3月

事象

劣化や異常が生じた場合に道路の構造また
は交通に大きな支障を及ぼすおそれがある附
属物

落下、倒壊事象のおそれがある附属物 倒壊事象のおそれがある附属物

代表的
種類

標識

• 門型
※橋梁、トンネル、横断歩道橋
等に設置されている標識、照明
は本体点検時に実施

• Ｆ型、逆Ｌ型、Ｔ型及び高所に設置され
た単柱式又は複柱式

• 単柱式、複柱式（片持ち式に
分類したものは除く）

照明 － • 逆Ｌ型、Ｙ型、直線型 －

点検方法
【頻度】

巡視
• パトロール車内から目視【巡視時】
※巡視時や通報により異常が認められたときは、下
車して対象物に近づき、目視

巡視
• パトロール車内から目視【巡視時】
※巡視時や通報により異常が認められたときは、下車して対
象物に近づき、目視

巡視
• パトロール車内から目視【巡視時】
※巡視時や通報により異常が認められたときは、下車して対
象物に近づき、目視

定期点検
• 近接目視【5年に1回】

詳細点検
• 近接目視【10年に1回】 －

－
中間点検
• 外観目視【5年に1回】

－

対応

• 部材単位の健全性の診断結果に基づき、
道路の効率的な維持及び修繕が図れるよう
必要な措置を講じる

• 詳細点検及び中間点検では、構造物の変状を把握
したうえで、点検部位毎、変状内容毎の対策の要否に
ついて判定
• 対策が必要と判定された変状部位に対しては、変
状原因を特定し、適切な工法を選定

• 変状の発生している部位について、必要に応じて補
修等の検討を行う
• 各道路管理者は更新の検討の目安となる基本使用
年数を設定し、それを超えた時点で更新することで施
設の合理的な管理を目指す
• 基本使用年数は道路管理者が管内の損傷の実績
等から適切に設定
【補足】３０年が一つの目安となると考えられる

記録
• 定期点検の結果及び診断並びに措置の内
容等を記録

• 詳細点検及び中間点検の結果並びに措置の内容
等を記録

• 点検の結果、変状が確認された場合、内容等を記
録

備考 －
• 道路照明は、灯具のランプ清掃や交換時に併せて
点検すると効率的である

• 沿道利用者と連携した維持管理の仕組みを構築す
るなど、より効果的な方法を検討するのがよい

4．H29小規模附属物点検要領とH26定期点検要領の比較

逆Ｌ型（照明）

歩道車道
歩道

Ｆ型（標識）

車道［道路を横断］

今回対象

中央分離帯車道歩道

単柱式（標識）
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5．附属物における損傷事例

き裂損傷 ボルトの緩み

（車両衝突） （施工不良）

異常変形

（車両衝突） -18-



5．附属物における損傷事例

アルミ製標識板（当て板）が落下

 標識板を固定していたブラインドリベットが破断

破断したブラインドリベット

長辺13箇所

短
辺

5
箇

所
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5．附属物における損傷事例

埋設部鋼材の腐食

 滞水のため鋼材が腐食・減肉
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5．附属物における損傷事例

道路照明柱の転倒

⇒ 支柱の電気設備開口部から腐食・減肉が進行し、転倒

転倒照明柱

転倒した照明柱

転倒した照明柱と同タイプの状況

注：海岸線からの距離：500m
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5．附属物における損傷事例
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5．附属物における損傷事例

トンネル照明器具の落下

 トンネル照明の裏側取付け部で腐食が進行

照明器具の背面 落下後の照明取付け部

-23-
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2

SM570 420 460N/ mm2

SBHS500 500N/ mm2

9 19%

SBHS
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6

1

PC
PC

2.5.2.3 Maintainability
Structural system whose maintenance is expected to be difficult should be avoided.  

P C
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道路防災ドクター・橋梁防災ドクター制度

①現地診断による技術的課題の解決
②対策方針の助言を受け設計への反映
③若手ドクターの育成
④職員技術力の向上

ドクター

・事務所（副所長、管理課長他）
・出張所（所長、係長）
・若手技術者

・道路保全企画官
・道路構造保全官等
・技術事務所

診断及び助言

設計・施工
管理

マネジメント

資料⑯
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道路防災ドクター制度

道路防災対策連絡会 道路防災ドクターによる現地診断 道路防災ドクターによる講評状況

近畿地方整備局管内が管轄する道路の災害を防止し、良好な道路の保全に資するため、
専門的な知識を有する学識経験者等により、道路構造、法面安定等道路機能確保に必要
な点検方法やその対策等に関する事項を、専門的観点から助言指導を受け、地域の災害
特性に応じたより適切な道路防災対策を推進する事を目的として平成5年度に設立し、現在
(H29.7)１９名の学識経験者より構成。

①防災点検の実施方法について、専門的・技術的な立場から、留意点等の指導・助言
②危険箇所の調査方法や対策方法の選定等に当たっての指導・助言
③上記①、②項目について必要に応じ現地における指導・助言
④その他、防災対策などに関する全般的な技術の留意点等についての指導・助言
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橋梁ドクター連絡会 橋梁ドクターによる現地診断状況

橋梁ドクター制度

近畿地方整備局管内において管轄する道路橋の損傷の補修や予防的な修繕などの実施に
より道路橋の長寿命化を図るため、道路橋の損傷補修などについての専門的な知識を有する
学識経験者より損傷把握に必要な点検、損傷の程度の診断、補修方法等についての技術的
助言指導を受け、道路橋の適切な維持管理に資することを目的として平成１６年度に設立し、
現在（H29.7）２８名の学識経験者より構成。

① 橋梁点検の実施方法について、専門的・技術的な立場から、留意点等の指導・助言
② 橋梁補修、補強等についての調査方法や対策方法の選定等にあたっての指導・助言
③ 上記①、②項目について必要に応じ現地における指導・助言
④ その他、橋梁に関する全般的な技術の留意点等についての指導・助言
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【機密性２】好事例の紹介、独自取り組みなど

○メンテナンスワーキング会議
・昨年度から橋梁の維持修繕にかかる点検や設計、工事等に関して担当者間での技術相談や情報共有の場とし

て実施。
・昨年度は南部土木事務所と東近江土木事務所で実施。今年度から各土木事務所で年2回ずつ実施する予定

資料⑰

＜昨年度の討議内容（抜粋）＞

討議内容

点検
設計

耐震補強を行う橋梁の選定基準

点検結果を踏まえた補修工事時期の設定

橋梁点検の技術的なサポート

工事 PCBや鉛が検出された橋梁の取扱い

その他 橋梁修繕の委託業務に関わる積算

開催事務所

大津・甲賀土木事務所

長浜・木之本・高島土木事務所

南部土木事務所

東近江土木事務所

湖東土木事務所

※「大津・甲賀」、「長浜・木之本・高島」は合同、「南部」、「東近江」、「湖東」は単独で
実施

＜開催場所＞

＜H28年度開催状況＞
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